
北空知圏学校給食センター機械警備業務仕様書 

 

（警備対象） 

第１条  本業務の警備対象物は次のとおりとする。 

  １ 所在地：深川市開西町1丁目６番４号 

  ２ 対象物：北空知圏学校給食センター 

 

（設備設置等による機械警備業務の範囲） 

第２条  受託者は、別紙添付図面の警備対象物全体の機械警備業務を全うできる機械警

備上必要と認められる一切の諸設備について設置しなければならない。なお、そ

れに要する経費は受託者の負担とする。設置する諸設備については、別紙添付図

面の設備を標準設備とし、設置する諸設備はその同等品及び数量以上とする。 

  ２ 機械警備に必要な電話回線及び電話料金等については受託者が用意し、負担する 

ものとする。 

    

（警備計画書） 

第３条  受託者は本業務契約締結後ただちに北空知圏学校給食センターの機械警備に関

する警備計画書を委託者に提出し、委託者の同意を得なければならない。 

  ２ 警備計画書には警備対象物の機械警備業務に要する機器の種類、名称、数、設置

箇所について明記された図面を添付しなければならない。 

 

（警備方法） 

第４条  本業務の実施方法については機械警備業務を受託する受託者のシステムによる

ものとする。 

 

（機械警備業務の任務） 

第５条  本業務実施により受託者が負う任務は次のとおりとする。 

  １ 火災、盗難及び損壊行為の拡大防止。 

  ２ 事故確知時における関係者への通報連絡。 

  ３ 警備実施事項の報告。 

 

（機械警備による警報） 

第６条  本業務により通報されるべき警報の種類は次のとおりとする。 

  １ 侵入通報 

  ２ 火災通報 

  ３ 停電通報 

  ４ 故障通報 

 

（警備基準時間） 

第７条  本業務を実施する基準時間帯は次のとおりとする。 

  ア 平日 １７:００～翌８:００ 

  イ 休日 ８:００～翌８:００   

 



（警備実施時間） 

第８条  前条警備基準時間において、警備対象が無人の状態となり、委託者からの警報

装置警戒開始の信号を受けたときに警備を開始し、委託者からの警報装置警戒解

除の信号を受けたときに警備を終了する。 

 

（警備仕様） 

第９条  警備仕様は次のとおりとする。 

  １ 警報装置の仕様 

   （１）警備対象で発生した異常事態を受託者の警備センターへ自動的に通報する。 

   （２）本件警備に必要な適合機器の配置及び種類、数量は受託者から提出される警

備計画書による。 

  ２ 警備センター（監視システム運営部署） 

   警報受信装置を常時監視するとともに、機動隊との連絡を保持する。 

  ３ 機動隊(現地配備の警備員） 

   警備センターとの連絡を保持し、警備対象物に異常が発生した場合に備えて常に迅

速に対処できる体制を整えておくこと。 

 

（警備開始の取り扱い） 

第１０条 警備開始時における取り扱いは次のとおりとする。 

  １ 委託者における取り扱い 

   （１）委託者の最終退館者は、防火、防犯、その他の事故防止上必要な処置をな 

    し、警報装置の確認ランプにより各警報機器の正常な状態を確認する。 

   （２）委託者の最終退館者は、（１）の次に事務室内の操作器を操作して警備開始 

    状態を確認したのち、所定時間内に事務室出口を施錠する。 

   （３）屋外に設置されている操作器を操作する場合は、全ての退館口を施錠したの 

    ち、屋外の操作器を操作し、警備開始状態を確認する。 

  ２ 受託者における取り扱い 

     警備センターは委託者の最終退館者の警報装置の操作により、自動的に標示さ

れるＯＮ（警戒）の信号を確認し、警備を開始する。 

 

（警備終了の取り扱い） 

第１１条 警備終了時における取り扱い 

  １ 委託者における取り扱い 

   （１）委託者の最初の入館者は、入館したのち所定時間内に事務室内の操作器を操

作して警備解除状態を確認する。 

   （２）屋外の操作器を操作して警備を開始した場合については、入館前に屋外の操

作器を操作して警備を解除し、解除状態を確認したのちに入館する。   

  ２ 受託者における取り扱い 

     警備センターは委託者の最初の入館者の警報装置の操作により、自動的に標示 

    されるＯＦＦ（警戒解除）の信号を確認し、警備を終了する。 

 

（臨時入館） 

第１２条 警備実施時間中におけて、委託者がやむを得ない理由により臨時入館する場合



は次の要領により行う。 

  １ 委託者の臨時入館者は、操作器を操作し、警戒解除を確認して入館したのち、直

ちに警備センターに連絡する。 

  ２ 委託者の臨時入館中の警備は、委託者において実施する。 

  ３ 退館する時は、警備センターに連絡した上で、操作器を操作して警備開始状態を

確認したのち、退館する。 

 

（異常発生時の対応） 

第１３条 異常事態発生時における受託者の処理については次のとおりとする。 

  １ 警報受信装置により、委託者の警備対象に異常事態が発生したことを確知したと

きは、受託者は機動隊を速やかに急行させ、機動隊は異常事態を確認するとともに

事態の拡大防止にあたる。 

  ２ 警備対象に到着した機動隊は異常事態を確認後、警備センターへ状況を連絡し、

必要に応じて関係先へ通報する。 

  ３ あらかじめ定められた委託者の責任者又は緊急連絡者へ通報する。 

 

（事故報告） 

第１４条 事故発生の際は、速やかに電話もしくは口頭で報告するとともに後刻書面をも

って報告する。 

 

（鍵の預託） 

第１５条 警備実施に必要な鍵は、委託者・受託者相互に預託し、預託された鍵は、それ

ぞれが厳重に取り扱い保管する。 

 

（警報装置等の保守点検） 

第１６条 委託者の警備対象物に設置された警報装置等の機能については、受託者は適宜

保守点検を行い、その経費は受託者の負担とする。保守点検に伴い機器等の交換等

を要する場合についても同様とする。 

 

（緊急連絡者の指定） 

第１７条 緊急連絡者の指定については次のとおりとする。 

  １ 受託者は契約後直ちに委託者に対して緊急連絡者の名簿の提出を求める。その場

合、委託者は緊急連絡者を指定し、その名簿を受託者に交付する。 

  ２ 上記緊急連絡者に変更がある場合は、委託者は遅滞なくその都度変更した名簿を

受託者へ交付する。 

 

（損害賠償の限度額） 

第１８条 受託者は、業務遂行上において、受託者の帰すべき事由により、委託者又は委

託者の使用人、従業員、第三者に対し損害を与えた場合は次の金額を限度として

損害の責に任ずる。 

    （１） 身体上の損害については、１事故につき１０億円。 

    （２） 財物上の損害については、１事故につき１０億円。 

     但し、上記(1)、(2)合わせて合計１事故につき１０億円を限度とする。 



（警備業務実施期間） 

第１９条 本契約の警備業務実施期間は次のとおりとする。 

      令和７年３月１日から令和１２年２月２８日までとする。 

 

（委託料の見積金額） 

第２０条 本契約の見積金額については、令和７年３月から令和１２年２月（５年間）の

長期継続契約として算出するものとし、見積金額は、月額を記入すること。 

     なお、契約の日から前条業務実施期間の初日の前日までの機器設置等の業務準

備行為等に関する一切の経費、並びに契約期間満了に伴い、受託業者が変更した

場合の機器等の撤去（委託者の物件に損害を与えた場合の原状回復を含む）及び

その経費についても含めて積算すること。 

 

（その他） 

第２１条 警備実施上、本仕様書に定めのない事項について必要あるときに限り、委託

者・受託者協議し本仕様書に付加文書を添付する。 

 

 












